
 

岡谷鋼機名古屋公会堂「直前割引」のご案内 

岡谷鋼機名古屋公会堂では、この度、大ホール・４階ホールをご利用いただく際に通常の料金よりも割引申

込ができる「直前割引」の制度を開始いたします。以下の内容等をご確認の上、お問い合わせください。 

 

対象施設 大ホールおよび 4 階ホールの施設利用料 （集会室等、楽屋、附属料金は対象外）  

申込条件期間 利用日の 1 か月前から 2 週間前に該当する期間の施設使用申込 

  

  

直前割引適用 利用料金 通常利用料金から 20％割引します。超過料金も同割引適用 

  

割引対象例
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※1　既存の申込に対する、同一施設の区分及び利用日の追加は対象外です。

※2　利用日の1か月よりも前に仮予約で申請のあったものは対象期間内に本申し込みをしても対象外です。

直前割引対象となる申込期間
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割引対象外例

11/17 12/3 12/17

割引対象外
仮予約

※2

既存申込
※1

追加申込
同日・変更申請 利

用

日

利用日の

1か月前
利用日の

２週間前

指定管理者 KNS 共同事業体 
〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞一丁目 1 番 3 号 

TEL 052-731-7191  FAX 052-731-7149 
 



申請前の注意事項  

□仮予約はできません。また利用日の 1 か月より前に仮予約していた場合は適用外となります。 

□連続利用の場合、全ての利用日が対象期間にかかる場合のみ対象とします。 

□施設利用料は利用初日の 2 週間前までに支払いが必要です。 

□直前割引申請後の利用の取消は支払い前であってもできません。また区分追加・削除も不可とします。 

□直前割引申請後の利用料の返金はできません。 

□附属設備の使用料は当日精算となります。 

□他の減免と直前割引の併用はできません。 

□消防署や保健センター等への届出、許可申請が必要な催事を行う場合は 

必ず利用開始前までに手続きを完了させてください。 

 

□以上をご理解の上での申請および利用をお願いします。 

※未完了の場合、利用許可を取り消すことがあります。 

 

申請から利用日までの流れ  

◆ホールの空き状況は電話にてお問い合わせください。 

ご利用日が直前割引の適用になるか確認いたします。 問合せ 

◆確定後は速やかに施設使用申請書および減免申請書をご提出ください。 

請求書を発行いたします。 

※本申請後は支払期限前であっても区分追加・削除はできません。 

利用申請 

◆舞台担当と事前の打ち合わせが必要です。 

タイムスケジュール等の資料をご用意ください。 

※施設の申請と併せて打合せの日程調整をされる事をお勧めします。 

◆期日（利用初日の２週間前）までにお支払いください。 

◆入金の確認ができ次第、使用許可書を発行いたします。 

打ち合せ 

施設料支払 

◆受付時に本人確認のため使用許可書(コピー可)を拝見します。 

◆使用した附属利用料金は当日お支払いください。 利用日当日 

 


